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三 

 
衆
議
院
議
員
渋
沢
利
久
君
提
出
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
株
式
会
社
の
労
使
紛
争
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る 

答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
株
式
会
社
（
以
下
「
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
」
と
い
う
。
）
は
、
昭
和
四
十
九
年
ご
ろ
か
ら
業
績
が
悪
化

し
、
昭
和
五
十
二
年
十
月
一
日
及
び
同
月
十
一
日
の
二
回
に
わ
た
り
不
渡
手
形
を
出
す
に
至
り
、
同
月
十
一
日

に
は
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
取
締
役
社
長
栗
林
敏
夫
か
ら
東
京
地
方
裁
判
所
（
以
下
「
東
京
地
裁
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て

会
社
整
理
開
始
の
申
立
て
が
、
ま
た
、
同
年
十
一
月
十
四
日
に
は
債
権
者
東
巧
精
器
株
式
会
社
等
か
ら
東
京
地

裁
に
対
し
て
破
産
の
申
立
て
が
行
わ
れ
、
昭
和
五
十
三
年
一
月
十
三
日
、
東
京
地
裁
は
、
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
に
つ

い
て
破
産
の
宣
告
を
行
い
、
同
時
に
松
尾
翼
弁
護
士
を
破
産
管
財
人
に
選
任
し
た
（
同
月
十
八
日
、
会
社
整
理

開
始
の
申
立
て
は
取
り
下
げ
ら
れ
た
。
）
が
、
こ
の
破
産
宣
告
に
対
し
て
、
同
月
二
十
日
、
総
評
全
国
金
属
労
働 



二
に
つ
い
て 

一
方
、
昭
和
五
十
二
年
十
月
、
第
一
回
の
不
渡
手
形
を
出
し
た
直
後
、
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
と
全
金
ペ
ト
リ
カ
メ

ラ
支
部
と
の
間
で
「
協
定
書
」
が
交
わ
さ
れ
、
そ
れ
以
後
、
同
支
部
は
、
こ
の
「
協
定
書
」
に
よ
る
と
し
て
「
自
主

生
産
管
理
」
を
続
け
て
い
る
。 

組
合
東
京
地
方
本
部
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
支
部
（
以
下
「
全
金
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
支
部
」
と
い
う
。
）
等
か
ら
東
京
高
等
裁

判
所
に
対
し
即
時
抗
告
が
な
さ
れ
、
現
在
、
同
裁
判
所
に
係
属
中
で
あ
る
。 

ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
の
労
使
紛
争
に
つ
い
て
は
、
全
金
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
支
部
が
会
社
の
帳
簿
書
類
等
を
占
有
し
て

い
る
等
の
事
情
も
あ
つ
て
、
な
お
不
明
の
部
分
が
多
い
が
、
政
府
と
し
て
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
と
聞
い
て

い
る
。 

な
お
、
破
産
管
財
人
と
全
金
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
支
部
と
の
間
に
お
い
て
は
、
破
産
財
団
の
占
有
及
び
管
理
等
を

め
ぐ
つ
て
話
合
い
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。 

四 

 



2 

足
立
労
働
基
準
監
督
署
に
対
し
て
は
、
昭
和
五
十
三
年
一
月
三
十
一
日
、
全
金
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
支
部
執
行

委
員
長
佐
藤
幸
雄
等
か
ら
、
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
を
被
申
告
人
と
し
て
、
同
社
が
昭
和
五
十
二
年
十
一
月
分
か
ら

昭
和
五
十
三
年
一
月
分
ま
で
の
賃
金
を
支
払
つ
て
い
な
い
旨
の
申
告
が
行
わ
れ
た
の
で
、
同
労
働
基
準
監
督

署
は
、
現
在
、
賃
金
未
払
額
、
対
象
労
働
者
の
範
囲
、
被
申
告
人
の
資
産
状
況
等
に
つ
き
調
査
を
行
つ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

1 
東
京
都
地
方
労
働
委
員
会
に
対
し
て
は
、
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
七
日
、
全
金
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
支
部
か

ら
、
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
を
被
申
立
人
と
し
て
、
同
社
が
長
期
間
賃
金
を
支
払
つ
て
い
な
い
こ
と
等
は
事
実
上
の

解
雇
で
あ
り
、
そ
の
解
雇
は
、
企
業
危
機
に
際
し
自
ら
の
資
産
を
隠
匿
し
て
逃
亡
し
よ
う
と
す
る
経
営
者
が

労
働
組
合
を
敵
視
し
、
そ
の
組
織
破
壊
を
ね
ら
う
不
当
労
働
行
為
で
あ
る
と
し
て
解
雇
の
撤
回
及
び
未
払
賃

金
の
支
払
を
求
め
る
救
済
申
立
て
が
行
わ
れ
て
お
り
、
現
在
、
同
地
方
労
働
委
員
会
に
お
い
て
審
問
前
の
手

続
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

五 

 



四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

2 

東
京
相
互
銀
行
が
根
抵
当
権
設
定
契
約
を
締
結
し
た
の
は
、
不
渡
手
形
発
生
前
の
こ
と
で
あ
る
と
聞
い
て

い
る
。 

1 

ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
の
倒
産
に
当
た
つ
て
、
東
京
相
互
銀
行
、
三
菱
銀
行
及
び
東
京
銀
行
が
自
ら
の
債
権
確
保

の
た
め
に
手
形
を
徴
求
す
る
等
御
指
摘
の
よ
う
な
措
置
を
と
つ
た
と
い
う
事
実
は
、
聞
い
て
い
な
い
。 

ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
の
会
社
整
理
開
始
の
申
立
て
が
東
京
地
裁
に
対
し
て
行
わ
れ
た
の
で
、
関
連
中
小
企
業
者
へ

の
悪
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
第
二
条
第
四
項
第
一
号
の
倒
産
企
業
の
指
定
を
、
昭
和

五
十
二
年
十
月
三
十
一
日
付
け
で
告
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
の
労
使
紛
争
に
つ
い
て
は
、
会
社
の
破
産
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
て
、
関
係
者
間
で
真
剣
な 

六 

 



 

七 

話
合
い
が
行
わ
れ
、
事
態
の
改
善
あ
る
い
は
紛
争
の
円
満
な
解
決
の
た
め
の
方
途
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
を
強

く
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
な
お
今
後
の
事
態
の
推
移
を
見
守
り
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
関
係
者
に
対
し
助
言

等
を
行
つ
て
ま
い
り
た
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




